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平成１７年度工事定期監査の結果に基づき講じた措置 
                    （行財政局，都市計画総局，みなと総局，交通局） 

指摘の概要 措置内容 措置状況

(1)設計・積算 ①設計   
ア 雨水排水方式の見直し 

本工事は，長田区大橋町の地下 1 階地上１６階建

で，店舗，事務所，共同住宅等複合用途の再開発ビ

ル新築工事である。 
設計図面では，地下のピット階に雨水槽があり，

屋上の雨水の一部を一旦この雨水槽に集め，ポンプ

アップで排水する方式となっている。この方式であ

れば，建物がある限り，常にポンプアップが必要で，

いつまでも運転費がかかる不経済な設計となってい

る。 
本建物では，雨水の水勾配を適切に計画すれば，

雨水槽に入れずに直接地上の側溝に流し込むことは

可能で，経費のかからない自然流下方式に変更する

ことができる。 
経済設計に努めるべきである。        

 
（都市計画総局再開発部新長田南再開発事務所） 

［№４(仮称)新長田駅南地区大橋５工区再開発ビル 

新築工事］ 

 

 

 

直接地上の側溝に流し込

むルート確保が確認できた

ので，設計変更にて対応し

た。 
今後，設計段階で十分な検

討を行い経済設計に努める

よう，平成 18 年２月 20 日の

係会議で設計担当職員に周

知徹底した。 
 

 

措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(1)設計・積算 ①設計   
イ 経済設計の配慮 

本工事は，新長田南地区大橋 5 工区再開発ビルの

店舗及び駐車場（その１）並びに住宅（その２）の

新築に伴う電気設備工事である。 
本工事の設計において，経済性への検討不足とお

もわれる事例が見受けられた。 
常に経済性に配慮した設計を目指すべきである。

(ｱ) 接地の共有 

本工事の再開発ビルには，下表１のとおり電気室

が計５箇所あり，これらの電気室毎に下表２の接地

１組を設ける設計となっていた。 
保守管理区分の制約はあるが，可能な範囲（電気

室間）で，接地の共有化を図るべきである。 
 
（都市計画総局再開発部再開発課） 

［№８新長田南地区大橋 5 工区再開発ﾋﾞﾙ電気設備工事 

（その１）］ 

［№10 新長田南地区大橋 5 工区再開発ﾋﾞﾙ電気設備工事 

（その２）］ 

 

（ｲ）車両検知器の兼用 

本工事の駐車管制設備では，３階駐車場と 4 階駐

車場を結ぶ上り及び下りの車路に車両検知器を 2 組

ずつ設置する設計となっている。 
この 2 組の車両検知器は，駐車台数の演算用と，

駐車場内での合流注意用として，車路を通過する車

両を検出するための装置であるが，本工事では車路

が比較的短いため 1 組の車両検知器でも工夫すれば

この２つの機能を兼ねることは可能である。 
 
（都市計画総局再開発部再開発課） 

［№10 新長田南地区大橋 5 工区再開発ﾋﾞﾙ電気設備工事 

（その１）］ 

 

 
経済性に配慮した設計を

行うため，設計チェックリス

トを作成した。また，平成

18 年 3 月 28 日の係会議で，

設計段階において，設計チェ

ックリストに基づき充分に

照査を行うよう設計担当職

員に周知徹底した。 
なお，本件については設計

変更にて対応した。 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(1)設計・積算 ①設計   
ウ 補給水の計画 

各住宅に温泉を供給する設備を設けた再開発ビル

建設に伴う給排水・空調設備工事において，温泉の

水質調整のため補給水として水道水を利用する設計

となっていた。 
しかし，その水道水の取り出しに際し，水道本管

の水圧で充分供給出来るにもかかわらず，住宅用給

水ポンプで加圧された系統から取っていた。ポンプ

の容量をその分見込む必要があるとともに，維持費

も必要となって来る。 
適切な設計に努めるべきである。 

 

（都市計画総局再開発部再開発課） 

［№11(仮称)新長田駅南地区大橋 5 工区再開発ビル機械 

設備工事(その 2)］ 

 

 
適切な設計を行うため，設

計チェックリストを作成し

た。また，平成 18 年 3 月 28
日の係会議で，設計段階にお

いて，設計チェックリストに

基づき充分に照査を行うよ

う設計担当職員に周知徹底

した。 
なお本件については設計

変更にて対応した。 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(1)設計・積算 ①設計   
エ 議事録の整備 

本工事は，大型旅客船の誘致並びに，海底泥を空

港島の埋立て用材として利用することを目的とし

て，神戸港中突堤・高浜及び第１区水域内を浚渫す

る工事である。 
工事の施行にあたっては，関係機関等の協議・調

整等が必要となる。これらの協議・調整等には，施

行に係わる工費，工程，安全，その他制約事項等の

決定に係わる重要な事項が含まれる。 

そのため，協議・調整にあたっては，その経緯な

らびに結果がわかるように，議事録として整備して

おくことは極めて基本かつ重要である。 

しかし，本工事にあたっては，一部整備されてい

なかった。 

工事の施行にあたっての関係機関等との協議・調

整等の議事録を整備すべきであった。  

 
(みなと総局技術本部工務第１課） 

［№16 神戸港第１区水域浚渫工事]  

 

 
 議事録整備について技術

本部関係課長会（平成 18 年

3 月 24 日）で周知を図ると

同時に工務第 1 課内の会議

（平成 18 年 4 月 11 日）にお

いてさらに周知を徹底した。 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(1)設計・積算 ①設計   
オ 施工法に適合した基礎の形式選定 

西神住宅第２団地における道路の大型案内標識を

設置する工事において，その基礎を設計する際，そ

の形式をケーソン基礎として設計していた。 

しかし，この基礎の施工は，通常の開削工法で掘

削され，現場発生土で埋め戻し･転圧が行われている

だけであるので，この場合の地盤はケーソン基礎の

地盤としてみなせる地盤の抵抗が十分に期待される

とはいえない。本工事のような施工法をとる場合に

は直接基礎として設計することが適切である。 

設計に際しての基礎形式の選定については現場条

件を十分に考慮して設計すべきであった。 

 

(みなと総局技術本部工務第２課) 

［№20 西神住宅第２団地大型案内標識設置工事］ 

 
 

 
 平成 18 年 3 月 16 日に現

地で地盤強度を測定し，ケー

ソン基礎形式による設計で

安全上問題ないことを確認

した。 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(1)設計・積算 ①設計   
カ 予備品の指定方法 

本工事は地下鉄西神山手線の運転指令所を海岸線

の運転指令所に移設・統合する工事で，機器の更新・

移設等を行うものである。 
本工事で業者が納入する予備品として，仕様書に

「各種リレー類」や「フレキシブルマイク」など，

ほぼ具体的に指定しているものがある一方で，「ユニ

ット類」・「別途指示」といった不明瞭なものがあっ

た。 
必要な予備品は具体的に指定すべきである。 
 

（交通局電気システム課） 

［№49 運転指令所統合化工事］ 

 

 
仕様書における，予備品の

記載品目及び積算に用いた

予備品の仕様について，今後

仕様書に具体的に記載する

よう平成 18 年４月５日の文

書で担当職員に周知した。 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(1)設計・積算 ①設計   
キ ブライン配管の保温材 

本工事は，地下鉄大倉山駅の空調による電力量の

削減を目的に，既設水蓄熱を撤去し，夜間に製氷し

その熱を昼間のピークカットに利用する氷蓄熱シス

テムに取り替える工事である。 
しかし，その製氷系統の－5℃のブライン（不凍液）

配管の保温に関する仕様を指定しておらず，また，

その積算を 5℃程度の冷水配管の保温工事費で計上

していた。 
仕様を明確にするとともに，適正な積算をすべき

である。 
 

（交通局施設管理課） 

［№51 大倉山駅省ｴﾈﾙｷﾞｰ化工事（熱源ｼｽﾃﾑ）］ 

 

 

 
 今後は，仕様を明確に記載

するとともに，その仕様に見

合った適正な積算を行って

いくよう平成 18 年２月 28
日の係会議において，担当職

員に周知徹底を行った。 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(1)設計・積算 ②積算   
ア 見積り 
積算に際し、標準となる単価が設定されていない

場合、見積りによることになるが、その徴集等につ

いて次の適切でなかった事例が見られた。 
(ｱ) 見積りの徴集先の数 

次の工事において，見積りを徴集するにあたり，

３社以上から見積りを徴集するべきところ，１社の

みからのものとなっていた。 
・長田区若松町の店舗，事務所，遊技場の入る再開

発ビル新築工事における鉄骨工事，タイル工事，金

属工事，建具工事等 
（都市計画総局再開発部新長田南再開発事務所） 

[№５(仮称)新長田駅南地区若松５工区再開発ビル新築工事］

 
・神戸空港島の造成工事における解析業務等の設計

費 
（みなと総局技術本部臨海建設課） 

[№24 ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ沖造成工事] 

 

(ｲ) 見積り内容の確認 

長田区大橋町の再開発ビル建設に伴う給排水・空

調設備工事において，消音ボックス付きファンにつ

いて，徴集した見積りのなかで，誤って提出された

消音ボックスを装備していないファンの廉価な見積

りをもとに積算されていた。 
 

（都市計画総局再開発部再開発課） 

[№11(仮称)新長田駅南地区大橋５工区再開発ﾋﾞﾙ機械設備工

事(その 2)］ 

 

 
設計・積算期間に余裕をも

ち，すべての工種で３社見積

りをとるよう，平成 18 年 3
月 27 日の係会議で設計担当

職員に周知徹底した。 
（都市計画総局） 

 
 本市土木工事標準積算基

準書にもとづき３社以上の

複数の見積りを徴集するよ

う，平成 18 年３年 24 
日の課内の設計担当者会議

において周知徹底を行った。 
（みなと総局） 

 

 
 
 
 
設計仕様に基づき適正に

積算するよう積算チェック

リストを作成した。また、平

成 18 年 3 月 28 日の係会議

において，チェックリストの

運用について積算担当職員

に周知徹底した。 
 

 
措置済 
 
 
 
 
 
 
措置済 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(1)設計・積算 ②積算   
(ｳ) 工事価格での比較 

西神山手線のトンネルのひびわれ補修工事におい

て，積算にあたり，見積りを直接工事費及び間接工

事費等を含む工事価格についても徴集していたが，

直接工事費の見積りのみを採用していた。しかし，

工事価格について，見積りを比較し，その最廉価を

本市の積算における工事価格としていれば経済的な

積算になっていた。 

 

(交通局施設管理課) 

［№47 ずい道クラック補修(防水)工事］ 

 

 
 見積り依頼時には，要求事

項を詳細に示すと共に，必要

に応じてヒヤリングを行う

などの細心の注意をはらっ

て積算業務を進めるように，

平成 18 年３月２日の係会議

において，担当職員に周知徹

底を行った。 
 また，内容について，経済

的な積算かどうか，充分にチ

ェックを行う。 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(1)設計・積算 ②積算   
イ 標準単価表の適用 

本工事は，新長田南地区大橋 5 工区再開発ビルの

共同住宅の新築に伴う電気設備工事である。 
本工事の積算のなかで，低圧用のスコットトラン

スについて，「神戸市標準単価表」に掲載されている

単価（同種の高圧用）を誤って適用していた。 
同単価表の仕様欄には「高圧用」との特記が無い

ため，機器の仕様をよく確認して適用すべきであっ

た。 
スコットトランス：自家発電機（三相）と単相負

荷の間に挿入し，発電機の負荷バランスを良くする

ために使用する特殊なトランス。 
 

（都市計画総局再開発部再開発課） 

［№10 新長田南地区大橋 5 工区再開発ﾋﾞﾙ電気設備工事 

(その２)］ 

 
 

 
 設計仕様に基づき適正に

積算するよう積算チェック

リストを作成した。また，平

成 18 年 3 月 28 日の係会議

において，チェックリストの

運用について積算担当職員

に周知徹底した。 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(1)設計・積算 ②積算   
ウ 安全費の内容の明示 

須磨海岸の変状した形状を整形する工事におい

て，歩行者等の安全確保のため，安全費が積算され

計上されていたが，契約図書にはその内容が明示さ

れていなかった。 

入札及び契約条件を明確にするため，安全費の内

容である監視員及びその数量(１日あたりの人数)を

明示すべきであった。 

                        

(みなと総局技術本部工務第１課) 

(みなと総局経営部経営課) 

［№15 須磨海岸砂浜整形工事］ 

 
 平成 18 年 4 月 28 日，工

務第 1 課と経営課で協議し，

今後は，入札及び契約条件を

明確にするため，安全費の内

容である監視員及びその数

量を明示するよう確認する

とともに，設計担当者に周知

徹底した。 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(1)設計・積算 ②積算   
エ 経費率の設定 

本工事は，大型旅客船の誘致並びに，海底泥を空

港島の埋立て用材として利用することを目的とし

て，神戸港中突堤・高浜及び第１区水域内を浚渫す

る工事である。 
工事の経費率の設定にあたっては，基準書に工種

ごとに定められており，複数の工種に及ぶ場合は，

主要工種により定めることになっている。 

本工事は，港湾の浚渫工事，ならび浚渫土の運搬

（土捨）であり，その主要工種は，港湾浚渫工事を

適用すべきものであった。 

しかし，浚渫土の運搬（土捨）を主要工種とし，

他の経費率の適用をしていたため，経費が過少とな

っていたものである。 

経費算定にあたっては，基準書に則った主要工種

から経費率を設定し，適正に処理すべきであった。

 
（みなと総局技術本部工務第１課） 

[№16 神戸港第１区水域浚渫工事] 

 
 経費率の採用にあたって

は，適用工種を明確にするよ

う技術本部関係課長会(平成

18 年３月 24 日)で周知徹底

を行った。 
 また，工務第 1 課内の会議

(平成 18 年 4 月 11 日)におい

ても周知徹底した。 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(1)設計・積算 ②積算   
オ 共通費の算定 

本工事は，神戸空港における消防庁舎の新築工事

である。 
「神戸市建築工事積算基準」によると，共通費の算

定において，主体構造物に係わる鉄骨工事について

はその率の補正を行なうこととなっている。 
ところが本工事では，その補正を行なわずに算定

されていた。 
積算基準を周知させるとともに，チェック体制を

整備すべきである。 
共通費：工事価格の内，直接工事費以外の費用で

あり，共通仮設費，現場管理費及び一般管理費のこ

とを言う。 
 
（みなと総局技術本部工務第１課） 

［№3７ 神戸空港消防庁舎新築工事］ 

 

 
 積算基準に基づいた適切

な積算業務を行うとともに

積算結果について十分なチ

ェックを行うよう設計担当

職員に周知徹底した。（平成

18 年４月 11 日） 
 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(1)設計・積算 ③設計変更   

ア 請負契約審査会 

市では請負契約事務の公正かつ的確な執行を確保

するため，請負契約審査会（以後，「審査会」という。）

が設置され，設計変更等の規定案件について審査す

ることになっているが，この審査会への付議ならび

に依頼について適切でなかった事例が見られた。 

 (ｱ) 付議時期 

本工事は，大型旅客船の誘致並びに，海底泥を空

港島の埋立て用材として利用することを目的とし

て，神戸港中突堤・高浜及び第１区水域内を浚渫す

る工事であるが，潜水探査の追加により大幅に増工

している。 

大幅な設計変更にあたっては，その変更内容につ

いて事前に審査会に付すことになっている。本工事

においては，大幅な増工から審査会に付すべき変更

事案であることは判断できたと考えられるが，審査

会に付さずに変更指示し，契約変更の直前で審査会

に付し事後承諾を得たものである。 

審査会においては，設計変更の事後承諾について

は問題があるとして改善するよう求めており，審査

会に付すべき変更処理については，変更指示の時点

で審査を受け，事後承諾とならないようにすべきで

あった。 
 
（みなと総局技術本部工務第１課） 

[№16 神戸港第１区水域浚渫工事]  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 請負契約審査会に付すべ

き案件 
については，できるだけ早く

審査会に諮り，設計変更指示

書を出すよう技術本部関係

課長会（平成 18 年 3 月 24
日）で周知を図るとともに、

工務第 1 課内の会議（平成

18 年 4 月１１日）において

さらに周知の徹底をした。 

 
 
 
 
 
 
 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(1)設計・積算 ③設計変更   
(ｲ) 審査依頼 

本工事は，神戸空港の滑走路等の施設の耐震性を

向上させるための地盤改良工事であり，設計変更（減

額）が生じていた。 
設計変更額が，規定の額を超えるもの（増減とも）

について，原課は審査会への審査依頼の手続きをし

なければない。 
しかし，本工事の場合，規定の額を超える設計変

更（減額）でありながら審議依頼の手続きをしてい

なかったものである。 
設計変更にあたって，審査会の調査審議が必要な

案件については，適切に審議依頼の手続きをすべき

であった。 
 
(みなと総局技術本部臨海建設課) 

[№32 ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ沖地盤改良工事（その６）] 

 

 
 細心の注意を払い設計変

更の手続きを行うように，平

成 18 年 3 月 24 日の課内の

設計担当者会議において周

知徹底を行った。 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(1)設計・積算 ③設計変更   
イ 設計変更図面の整備 

次の工事において、設計変更図面に不備があった。

設計変更の図面は，契約図書の一部として重要であ

り，適切に整備しておくべきであった。 

(ｱ) 設計変更図面の未整備 

神戸空港島の埋立土砂の海上運搬と埋立工事他１

件の工事において、設計変更により付帯工事を施工

しているが，その設計図面が契約変更図書に整備さ

れていなかった。 

 
（みなと総局技術本部臨海建設課） 

[№23 ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ沖海上運搬及び埋立工事（その２）] 

[№25 ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ沖護岸築造工事（その１２）] 

 

 
 目的物となる付帯工事に

ついては，契約変更図書とし

て整備するよう，平成 18 年

3 月 24 日の課内の設計担当

者会議において周知徹底を

行った。 
 なお，この 2 件の工事は，

最終設計変更において，付帯

工事の設計図面を契約変更

図書に整備し対応した。 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(1)設計・積算 ③設計変更   
(ｲ) 完成図面による設計変更図面の代用 

神戸空港電源局舎機械設備工事，同電気設備工事

の設計変更図面作成において，全ての完成図面を変

更図面としていたため，全図面を比較しなければ変

更部分を特定できない状態になっていた。また，変

更部分も設計変更（請負金額の変更を伴う変更）か，

軽微な変更（請負金額の変更を伴わない変更）か判

断できない状態になっていた。 
 

（みなと総局技術本部工務第 2課） 

［№41 神戸空港電源局舎機械設備工事］ 

［№42 神戸空港電源局舎電気設備工事］ 

 

 
 ２月下旬以降の発注工事

から，図面に変更箇所を明示

するよう改善した。 
 さらに，平成 18 年４月 12
日開催の係会議において，設

備工事設計担当職員に再度

確認徹底した。 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(1)設計・積算 ③設計変更   
ウ 大幅な設計変更 

本工事は，中央区ポートアイランド（第２期）に

おいて，コンテナ物流円滑化のための共同利用施設

としてヤードを整備する工事である。平成 17 年度神

戸港港湾機能高度化施設整備事業として整備中のも

のである。 

補助事業の要件から，覚書を交わし，（財）神戸市

開発管理事業団が実施主体となり，また，神戸市み

なと総局が事業総合調整主体となっているが，本工

事においては，当初の請負金額から大幅な増工とな

っている。 

その理由は， 

①舗装設計における路床改良の増工という，実施

主体に係わるもの 

②施設計画の変更という，事業総合調整主体に係

わるもの 

が挙げられ，実施主体ならびに事業総合調整主体の

双方に起因するところがある。 

今後，同様の整備事業にあたっては，それぞれの

役割と責任のもとに大幅な設計変更が生じないよう

留意すべきである。 

 

（みなと総局技術本部計画課） 

[№56 ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ（第 2期）ヤード整備工事] 

 

 
 今後は，発注前の事前調整

について借受予定者や国，実

施主体などと綿密に施設計

画等設計協議し，大幅な設計

変更が生じないよう，平成

18 年 3月 24日の技術本部関

係課長会で周知徹底を行っ

た。 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(2)契約   
ア 請負代金の支払い遅延 

神戸市工事請負契約約款によると，請負代金は，検

査に合格し，かつ引渡しを受けたのち，請負業者の請

求を受けてから 40 日以内に（神戸新交通㈱の場合は

「遅滞なく」）支払うこととなっている。 

しかし，請負代金の支払が，引渡しを受けたのち 60

日を越えているものがあった。 

請負業者と連携を密にし，支払に係る所定の手続

を，すみやかに進められたい。 

 
（都市計画総局再開発部新長田南再開発事務所） 

[№３(仮称)新長田駅南地区若松４第３工区 

北棟再開発ﾋﾞﾙ新築工事] 

（都市計画総局再開発部再開発課） 

［№７(仮称)新長田駅南地区若松４第３工区 

北棟再開発ﾋﾞﾙ機械設備工事] 

 

（みなと総局神戸港管理事務所工務課）   

[№34 ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＬﾊﾞｰｽｸﾚｰﾝﾚｰﾙ嵩上げ工事] 

（みなと総局技術本部工務第１課） 

[№36 神戸空港電源局舎新築工事] 

[№37 神戸空港消防庁舎新築工事] 

（みなと総局技術本部工務第 2 課） 

[№41 神戸空港電源局舎機械設備工事] 

[№42 神戸空港電源局舎電気設備工事] 

 

（交通局施設管理課） 

[№48 新長田地下鉄ビル外壁改修工事] 

 

 
 平成 18 年 3 月 28 日（再

開発課）及び 3 月 30 日（新

長田南再開発事務所）の各々

の係会議において，請負業者

とも密に連絡調整を行い，支

払に係る所定の手続をすみ

やかに進めるよう担当者に

徹底指導した。（都市計画総局） 

 
 請負業者との連携を密に

しつつ，支払に関する所定の

手続きを速やかに進めるよ

う各課の課内会議（工務課：

平成 18 年 4 月 6 日，工務第

1 課：平成 18 年４月 11 日，

工務第２課：平成 18 年３月

24 日）において周知徹底し

た。（みなと総局） 

 
支払に関し，請負業者との

連絡を密に行うとともに，支

払に係わる提出書類が遅れ

ないように指導し，その所在

を把握し，支払いが遅れるこ

とのないように，平成 18 年

２月９日の係会議において

担当者に周知した。(交通局) 

 
措置済 
 
 
 
 
 
 
 
 
措置済 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(2)契約   
イ 工期内の設計変更処理 

設計内容の変更に伴い設計変更作業が生じてい

る。しかし，変更作業が間に合わず，工期を過ぎて

処理されたものである。 
完成検査は遅延なく実施されたが，設計変更作業

は，工期内に処理される必要があった。 
工期延期をするなど適切な処理をすべきであっ

た。 
 
（みなと総局技術本部工務第１課） 

[№14 兵庫ふ頭他防災工事] 

（みなと総局技術本部臨海建設課） 

[№29 神戸空港地盤改良工事（その９）] 

 

 

 
 設計変更作業に必要な期

間を含め適切な工期を設定

するとともに，設計変更作業

を速やかに進めるよう，工務

第 1 課内の会議（平成 18 年

4 月 11 日）において確認し，

その後，設計担当者に周知徹

底を行った。 
 なお，臨海建設課において

は，課内の設計担当者会議

（平成 18 年３月 24 日）にお

いて周知徹底を行った。 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(2)契約   
ウ 部分引渡しの担保 

神戸空港島の護岸に使用するブロックを製作する

次の２工事において，製作したブロックを本工事完

了前に別途の工事で使用していたが，そのブロック

について，部分引渡しに係る検査結果等の書類に不

備があった。 
検査が適正に実施されたことを示すとともに，当

該ブロックの所有を明確にするため，契約事務手続

規程に則り，検査の結果報告等の手続きをとるべき

であった。 
 

(みなと総局技術本部臨海建設課) 

［№30 神戸空港階段ブロック製作工事］ 

［№31 神戸空港被覆ブロック製作工事(その４)］ 

 

 
 検査結果報告書等の事務

手続きに細心の注意を払っ

ていくよう，平成 18 年 3 月

24 日の技術本部関係課長会

で周知徹底を行った。 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(2)契約   
エ 担保期間の設定 

神戸空港電源局舎新築工事，同機械設備工事，同

電気設備工事において，担保期間を 1 年と設定して

いるが，本格稼動時にほぼ担保期間が満了となる。

内装工事及び設備工事の欠陥は，使用により見つけ

られる場合が多く，担保期限が過ぎればその補修，

調整を要求できない恐れがある。 
本工事のような物件の担保期間は，適切に設定す

べきである。 
 

（みなと総局技術本部工務第 1課） 

［№36 神戸空港電源局舎新築工事］ 

（みなと総局技術本部工務第 2課） 

［№41 神戸空港電源局舎機械設備工事］ 

［№42 神戸空港電源局舎電気設備工事］ 

 

 
 工事完成後，使用開始まで

に担保期間が満了する工事

を発注する場合は，工事内容

を勘案のうえ適切な担保期

間の設定をおこなうよう，係

会議（工務第１課：平成 18
年 4 月 11 日，工務第 2 課：

平成 18 年 4 月 12 日）にお

いて設計担当職員に周知徹

底した。 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(2)契約   
オ 契約保証金の免除 

交通局において，その他請負契約の際，契約保証

金に関し，その取扱いについての明確な規程，決裁

がないにもかかわらず，神戸市の契約保証金免除の

拡大方針を準用し，免除対象としていた。 
適切な手続きをとるべきである。 

 

（交通局地下鉄車両課） 

［№52 平成 16 年度西神・山手線制御装置更新に関わる 

艤装及び車体改修］ 

［№53 平成 16 年度海岸線電車重要部検査 

（総合管理・車体・ぎ装・台車等）］ 

 

 
 これまで市長部局の決定

を準用してきたが，３月末に

物品等契約に係る契約保証

金免除の運用基準を定め，１

８年度から対応できるよう

改めた。 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(3)施工・監督 ①施工   
ア コンクリートガラ運搬の過積載 

本件工事は，長田区の若松町における再開発ビル

新築工事他１件の工事である。 
工事によって発生するコンクリートガラの運搬に

あたっては，法令を遵守し，過積載とならないよう

留意する必要がある。しかし，処分先の伝票による

と，過積載となっている事例が認められた。 
運搬積載状況の確認方法の一つとして，処分先伝

票等を取り入れるなどし，過積載とならないよう法

令遵守をより徹底する必要がある。 
 
（都市計画総局再開発部新長田南再開発事務所） 

［№３(仮称)新長田駅南地区若松４第３工区北棟 

再開発ビル新築工事］ 

［№４(仮称)新長田駅南地区大橋５工区 

再開発ビル新築工事］ 

 

 
今後は法令遵守徹底のた

め，運搬開始とともに随時処

分先伝票を取り寄せ運搬積

載状況を確認するよう，平成

18 年 2 月 20 日（大橋５）及

び 3 月 30 日（若松４）の各々

の係会議で監督員に徹底指

導した。 
 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(3)施工・監督 ①施工   
イ 工事写真の整備 

工事写真は，工事完成後外部から明視できなくな

る個所については必ず撮影することとなっている。

しかしながら，次の２工事についてはなされてい

なかった。 

・汚濁防止膜等を水域から撤去し，空港島護岸の

背後に陸揚げする工事において，別途工事でこれ

が吸出し防止材として埋設されてしまうのにもか

かわらず，その汚濁防止膜等の数量を確認できる

写真が撮影されていなかった。 

・空港のエプロン部においてコンクリート舗装を

行う工事において，コンクリート中に埋設される

鉄網の目地個所の写真が撮影されていなかった。

 

(みなと総局神戸港管理事務所工務課) 

［№13 神戸港第６区水域内汚濁防止膜撤去等工事］ 

(みなと総局技術本部臨海建設課) 

(みなと総局技術本部臨海整備事務所） 

［№33 神戸空港エプロン舗装工事(その 3)］ 

 

 
 平成 18 年 5 月 12 日，監

督員に以下のことを説明し

周知徹底を図った。 
①写真撮影にあたっては，工

事記録写真作成要領を十分

に理解のうえ記録保存に努

めること。 
②特に完成後地中に隠れる

構造物 
等、竣工後に現地確認が困難

な工種については念入りに

撮影するよう今後の受持工

事の請負工事現場代理人に

徹底すること。 
［№13 神戸港第６区水域内汚濁

防止膜撤去等工事］ 

  

 工事記録写真作成要領に

基づく 

工事写真の整備を行うよう

平成18年 4月 10日開催の

事務所内の監督会議にお

いて周知徹底した。 

［№33 神戸空港エプロン舗装工

事(その 3)］ 

 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(3)施工・監督 ①施工   
ウ 集水井戸の外周部の充填 

本工事は，西区の神戸複合産業団地の粗造成工事

である。粗造成により生じる長大のり面のすべり抑

制工として水抜きのための集水井戸（1 箇所当たり

φ3.5m，平均深さ 16.3m）を設置している。また，

これらの集水井戸は,将来の道路内に設置されてい

る。 

設置箇所の地層は神戸層群という堆積軟岩で，掘

削に発破を併用し鋼製の枠（ライナープレート）で

井戸を構築したものである。この井戸は，集水目的

のため，鋼製の枠にも水抜き用の孔が設置され，集

水効果を高めることを意図して，鋼製の枠と岩部と

の間（余掘り部）は充填せず，隙間が生じたままに

なっていた。 

一方，神戸層群の性状，斜面安定，ならびに将来

の道路内であることを考えると余掘り部は充填して

おくべきである。集水の機能を保持しながら充填す

るという方法としては，余堀り部に砂，豆砂利など

の透水性のある材料を充填するなど，対策は講じら

れる。 

集水井戸の周りの地盤条件，ならびに道路内とい

う立地条件等を加味して，本来の効果を阻害するこ

となく，安全性にも留意した施工をすべきである。

なお，本工事は工事中であり，本指摘をうけ透水

性材料で充填する予定である。 

 
（みなと総局技術本部工務第 2 課） 

[№22 神戸複合産業団地粗造成及び土砂運搬工事 

(その 3) ] 

 

 
 透水性材料として砕石を

用い，平成 18 年 2 月 13 日

～3 月 16 の期間に充填を行

った。 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(3)施工・監督 ①施工   
エ 六価クロム溶出試験 

本工事は，神戸空港島を埋立てる造成工事である。

その路床改良工としてセメント混合による安定処理

を施工している。 

 本市要領で，セメント及びセメント系固化材を使

用した改良土については，六価クロムの溶出試験を

実施することとなっており,その改良土量に応じて

試験回数が規定されている。 

本工事においては，実施した溶出試験の結果は良

好であったが，試験回数が規定回数を満たしていな

かった。 

規定された必要回数の六価クロムの溶出試験を実

施すべきであった。 

 
（みなと総局技術本部臨海建設課） 

[№24 ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ沖造成工事] 

 

 
 セメント及びセメント系

固化材を使用した改良土の

六価クロム溶出試験実施要

領(案)に沿った回数の試験を

実施していくよう，平成 18
年 3 月 23 日の事務所内の監

督会議において周知徹底を

行った。 
 なお，本工事では，規程回

数の溶出試験（平成 18 年 4
月 11 日）を実施し対処した。 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(3)施工・監督 ①施工   
オ パッキンの材質 

地下鉄大倉山駅の空調設備の省エネルギー化工事

において，現場における配管工事に関し，アスベス

トのパッキンを使用しないよう指示し注意を払って

施工していたが，工場で製作される機器の一部に使

用されていた。 
適切な施工に努めるべきである。 

 

（交通局施設管理課） 

［№51 大倉山駅省ｴﾈﾙｷﾞｰ化工事（熱源ｼｽﾃﾑ）］ 

 

 
 空調機器の２箇所に使用

されていることを確認し，調

査の上，交換した。他の部分

については使用されていな

いことを再確認した。 
今後は，適切な施工を行って

いくよう平成 18 年２月２８

日の係会議において担当者

に周知徹底を行った。 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(3)施工・監督 ②監督   
ア 建設リサイクル法の事後通知 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

（以下「建設リサイクル法」という）第 11 条では，

地方公共団体が発注する工事で，特定建設資材（ｺﾝ

ｸﾘｰﾄ，ｱｽﾌｧﾙﾄ，木材）を使用もしくは排出する工事

については，発注者が工事の着手以前に，必要事項

を神戸市長に通知しなければならない。しかし，事

後通知となっていた工事があった。 
建設リサイクル法を遵守し，適切に処理すべきで

ある。 
 
（みなと総局技術本部工務第２課） 

[№22 神戸複合産業団地粗造成及び土砂運搬工事 

(その 3) ] 

（みなと総局技術本部臨海建設課） 

[№23 ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ沖海上運搬及び埋立工事（その２）] 

[№24 ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ沖造成工事] 

[№25 ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ沖護岸築造工事（その１２）] 

[№27 神戸空港上部ブロック製作工事（その１２）] 

 

（交通局施設管理課） 

[№46 神戸市高速鉄道 長田(長田神社前)駅西口エレベー

ター増設工事] 

 

 
 建設リサイクル法を遵守

し，通知文の提出について

は，必ず工事着手までに行う

ように，平成 18 年 3 月 24
日の課内の設計担当者会議

において周知徹底を行った。 
（みなと総局） 

 
 
工事に際しては，建設リサ

イクル法を遵守し，適切に処

理を進めるよう，平成 18 年

３月２日の係会議において

工事担当者に周知した。 
今後は，工事着手時に充分に

チェックを行う。 
（交通局） 

 

 
措置済 
 
 
 
 
 
 
 
 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(4)検査   
ア 部分払いの支払額の算定 

本件は，神戸空港島の北側の西 550ｍの護岸築造

工事他 2 件の工事である。これら工事は債務負担行

為として部分払いがなされている。 

債務負担行為に係る部分払いについては，神戸市工

事請負契約約款第 40 条（以後，「契約約款第 40 条」

という。）で各会計年度に係る部分をそれぞれ単独の

契約とみなして部分払いの規定を準用することにな

っており，また，部分払いについては，契約事務手

続規定第 10 条により，「工事出来高検査報告書兼支

払計算書」（以後,「様式第 12 号」という。）による

ことになっている。 

支払額の算定にあたり，当該工事は年度途中の部

分払いでなく，各会計年度の出来高予定額の完成を

検査し，出来高に対する当該年度の支払限度額から

「契約約款第 40 条」に基づいて，既支出の前払い金

を控除した額を支払っている。 

そのため，「様式第 12 号」の部分払金額と支払可

能額との大小関係の規定によらず，支払可能額を支

払額としたものである。 

このような場合は，契約事務手続規定の「様式第

12 号」に基づいた上で，別途の事由（本件の場合は，

「契約約款第 40 条」に基づく年度末部分払い）を明

記し，決済処理することが合規性，公正性，ならび

に透明性の観点から適当であった。 

部分払いの支払額の算定にあたっては，契約事務手

続規定第 10 条の「様式第 12 号」を遵守し，必要に

応じて事由を明記した上で決済処理すべきであっ

た。なお，様式の見直しについても検討されたい。

 

（みなと総局技術本部臨海建設課） 

[№23 ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ沖海上運搬及び埋立工事（その２）] 

[№24 ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ沖造成工事] 

[№25 ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞ沖護岸築造工事（その１２）] 

（行財政局財政部経理課） 

 
契約事務手続規定第 10 条

の工事出来高検査報告書兼

支払計算書(様式第 12 号)を
準用して，年度末の部分払い

を行う場合には，その事由を

明記して決済処理していく

よう，平成 18 年 3 月 24 日

の技術本部関係課長会で周

知徹底を行った。 
（みなと総局） 
 
 平成 18 年度 8 月 1 日付け

で契約事務手続規程を改正

し，様式第 12 号について，

支払額決定事由を明記でき

る書式に改正した。 
 （平成 18 年 8 月 1 日事務

連絡「契約事務手続規程の改

正に伴う様式変更につい

て」）   
（行財政局） 
 

 
措置済 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
措置済 



 

 31

 

 

指摘の概要 措置内容 措置状況

(4)検査   
イ 検査員の任命 

工事担当課長は，検査を行うときは，速やかに，

検査員を命じることになっている。 
しかし，神戸空港電源局舎機械設備工事，同電気

設備工事の完成検査の検査員の任命に際し，任命簿

を作成していなかった。 
5 千万円未満の工事について省略しているが，適

切な事務処理を行うべきである。 
 

（みなと総局技術本部工務第 2課） 

［№41 神戸空港電源局舎機械設備工事］ 

［№42 神戸空港電源局舎電気設備工事］ 

 

 
 17 年度から，５千万円未

満の工事についても，工事検

査員の任命に際しては検査

員任命簿を作成するよう改

めた。 

 
措置済 
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指摘の概要 措置内容 措置状況

(5)維持管理   
ア 走行レールの維持管理 

本工事は，中央区ポートアイランド（第２期）の

L ﾊﾞｰｽで荷役作業のクレーンの走行レールを嵩上げ

する工事である。 

走行レールは 16m の間隔で海側と陸側にあり，陸

側のレールは埋立地に直接基礎を築造し布設されて

いる。このため，地盤の沈下によりレールに高低差

が生じていたため，将来の沈下を見込んで陸側のレ

ールをさらに嵩上げし補修している。 

このような走行レールの維持管理にあたって，み

なと総局では，保守点検を実施しているが測定値の

記載がなく，また管理基準を設定していないため，

補修等の要否は経験による判断によっている状況で

ある。 

施設の維持管理にあたって，管理基準の設定なら

びに保守点検の測定値の保存は，予防保全からも重

要である。 

みなと総局は，港湾管理者として,安全かつ適切な

維持管理のため,クレーンの走行レールの管理基準

を設定するとともに保守点検の測定値を保存し活用

すべきである。 

 
（みなと総局神戸港管理事務所工務課） 

[№34 ﾎﾟｰﾄｱｲﾗﾝﾄﾞＬﾊﾞｰｽｸﾚｰﾝﾚｰﾙ嵩上げ工事] 

 

 
 走行レールの管理基準を

平成 18 年 5 月 25 日付で策

定した。今後は，この管理基

準に基づいて具体的な測定

値を記録保存し，必要な措置

をとることとした。 

 
措置済 

 


